
当社では社員の早期教育を目的とし、職種・階層ごとの教育
計画の立案・実施により個人の能力向上と組織の強化を図って
います。新入社員に対しては入社後約2週間の集合研修を行い、
社内のルールや各部署の業務内容を把握するための座学など
を実施しています。また若手・中堅の事務系社員を対象とした
研修では、キャリアビジョンの重要性や期待される役割考動・
ビジネスコミュニケーション強化について教育を行っています。
技術系社員に対しては、職種・階層別教育研修によって品
質・原価・工程・安全・環境についての専門教育を行い、作業
所長としての心構えや現場管理能力を備えた人材の育成を
図っています。またOJT教育では「原価管理」「工程管理」「品質
管理」それぞれの達成すべき確認項目に対する進捗度を四半
期毎に確認しています。本人の自己評価を作業所長と母店の
管理職で共有し、各個人の能力を把握することで、他の現場
に異動しても各個人の能力に応じた教育が継続できます。
また建設現場においては資格を有していなければできない
業務・作業が多くあります。施工部門に限らず、管理部門に
おいても法律や経理などの高度な専門知識は欠かせませ
ん。当社では資格取得を自己啓発の一環として推進しており、
一級建築士や技術士、１級施工管理技士、宅建士などの指定
資格を取得した際は祝金を支給しています。

技術系社員だけではなく、営業や管理部門等の事務系社員
も含む全社員が「学ぶ場」として、「建築分野」と「土木分野」に
分けて計２日間開催しています。両日とも熱の入ったプレゼン
テーションと活発な質疑応答が繰り広げられました。例年は、
社員が各支社店の大会議室に集まり、日本国内7拠点とベト
ナム統轄事務所をテレビ会議システムで結び開催する形式
ですが、2020年度はリモート形式に変更して開催しました。
これにより参加者が前年度よりも増加し、ウィズコロナの
先駆けとなる技術立社フォーラムとなりました。

設計社員については、実務レベルのBIMスキルをマスター
するため、オリジナルのテキストや解説動画を用いて、習得
レベルに応じた教育を行っています。施工管理の社員につい
ては、BIM対応物件を通じてBIMデータの活用等の教育を
行い、設計～施工のBIM連携を推進しています。また、最近
は自席よりオンラインにて研修を受講できる形式に変更して
おります。

CSRへの取り組み
持続可能な社会の実現に向けて

CSRへの取り組み
持続可能な社会の実現に向けて

31 32Corporate Social Responsibility Report 2021

持続可能な社会の実現に向けて
環境への配慮特集トップメッセージ PROJECT REPORT

　コンプライアンスが企業の社会的責任の基本であり、企業
存続の根幹をなすものであるとの認識のもと、法令違反や不
正を防止する社内体制の強化、全役職員の意識向上等、すべ
ての面においてコンプライアンスの徹底を図っています。
　全役職員が日常活動において法令を順守し、建設業の健全
な発展に寄与するため、以下の「行動規範」を定めています。

１． 建設産業の健全な発展に寄与するため、建設業の構造
改善の推進について積極的な取り組みを行う。

２． 企業倫理を確立し、法令に違反する行為を排除し、公正
な競争が維持される建設市場の環境整備に努める。

３． 生産性の向上、技術力の錬磨、人材の育成など広い範囲
にわたって不断の経営努力を重ねる。

４． 建設業法や独占禁止法等の関係法令の順守に努め、
公正な企業活動を行う。

　反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力から
不当要求がなされた場合には、これを拒絶します。
　反社会的勢力排除のため、以下の施策を実行しています。

１． 対応統轄部署を総務部に、不当要求に対する相談窓口を
全国の支社・支店庶務課に設置しています。

２． 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
を全役職員に周知徹底し、企業価値の向上を図って
います。

３． 警察、全国暴力追放運動推進センター等と緊密な連携
関係を構築し、企業防衛協議会等に加入し、暴力団排除
活動に参加するとともに、反社会的勢力の情報を収集し
活用しています。

４． 反社会的勢力が協力企業となって不当要求や利益を
得ることを防止するため、反社会的勢力の経営関与
および交際関係があった場合、直ちに契約を解除する
旨の専門工事基本契約書を協力企業と締結し、排除の
徹底を図っています。

　個人情報を適切に管理することは企業の社会的責任で
あるとの認識のもと、「特定個人情報（マイナンバー）等取扱
規定」および「個人情報保護規定」を制定し、個人情報を適正
に管理しています。

　当規定に則り、全役職員を対象に、個人情報保護法の教育
をｅラーニングで実施し、理解度テストにて効果の確認を行って
います。一人ひとりが個人情報保護法についての知識を養い、
認識を高めることで情報管理の徹底を図っています。

　一定額以上の取引契約物件については、専門工事業者３社
以上に対して設計図書や参考内訳書、見積り条件等を提示
し、見積り徴集を行っています。受領した見積りをもとに、各
専門工事業者にヒアリングを実施したうえで公正・公平に業者
選定を行い、工事請負基本契約の取り交わし、注文書の発行、
注文請書の受領等の契約行為を行っています。契約締結に
あたっては、見積り条件に基づき、図面や仕様書・その他の
設計図書に則って、信義を守り誠実に履行しています。
　また、工事完了時に、施工管理・原価管理・工程管理・安全
衛生管理・作業所管理の面から、作業所長が協力企業と職長の
評価を行っています。評価結果は、社内の評価システムに蓄積し、
次回以降の協力企業選定時の参考データとして活用しています。

　全役職員が、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律」の順守を徹底するために、２００３年４月に「独占禁止法
順守に関する業務要領」を制定し（２０１７年３月改定）、独占
禁止法の順守に関する方針（「行動規範」）に則り法令順守に
努めています。また、全役職員を対象にeラーニングによる独占
禁止法の教育を実施し、一人ひとりが理解を深め、企業価値の
向上に努めています。

　1989年4月に「内部者取引の規制および内部情報の管理に
関する規則」を制定し（２０１７年３月改定）、会社の重要な
情報に容易に接することができる役職員が、その情報が公表
される前に株式等を売買等することを禁止するとともに、
当規則を周知徹底するため、ｅラーニングによるインサイダー
取引に関する社内教育を実施しています。

　外国人就労者の多くは、外国人技能実習制度等を利用して
適正に就労していますが、当社では新規入場する外国人には
必ず就労資格と在留カードの確認を行っています。また、協力
企業と連携して不法就労撲滅運動を実施しています。

人材育成とキャリア開発
人権・労働慣行

法令を順守した事業活動
公正な事業慣行

新入社員研修(ビジネスマナー)

技術立社フォーラム(動画聴講) 発表画面

新入社員研修(現場研修) 階層別研修

設計社員向けBIM教育 実施風景

教育研修～職種・階層別教育研修と資格取得推進～ 技術立社フォーラム

BIM(Building Information Modeling)教育

コンプライアンスの徹底

公正な調達の推進

独占禁止法の順守

インサイダー取引の排除

外国人労働者の適法な就労

反社会的勢力の排除

個人情報の適正な管理


